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倶知安町住居表示住民説明会

開催報告

１．日時

令和４年７月２６日（火）２回目 １８：００～１８：５０

２．場所

ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ ドットベース

３．出席者

●事務局

まちづくり新幹線課 遠藤課長

まちづくり新幹線課 西口主幹

まちづくり新幹線課まちづくり係 大坂係長

まちづくり新幹線課まちづくり係 井上主事

●郵便局

倶知安郵便局郵便部 長南部長

４．開催

遠藤課長より開催の挨拶

５．住居表示の実施に伴う手続きのしおりについての説明

まちづくり係大坂係長より住居表示の手続きについて説明

６．郵便番号について

郵便局長南部長より説明（１回目の説明会と同内容）

・郵便番号の策定方法について

・住居表示実施に伴う通知用のはがきについて

・住居表示実施後の対応について

７．質疑応答

参加者①：住居表示実施後もずっとまちづくり新幹線課の方に問い合わせてもよろしいか。

今後、５年１０年経った時に役場の方で昔のことなのでわかりませんというこ

とはやめてほしい。私たちは国内外に顧客がおり、私たちに問い合わせ等が来た

ときに無責任な対応はできないことから、役場には住居表示実施後いつ問い合

わせても答えれるようにしていただきたい。
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町：問い合わせにつきましてはまちづくり新幹線課まちづくり係が担当しており、５

年１０年後は、もしかしたら課の名前が変わっているかもしれないが、役場の方

で担当課を決め、対応できるようにしていきたい。

参加者②：（１）冬季シーズンに向けて、外国人従業員のビザの手続きを進めている。現在

入国管理局に申請すると字山田の住所での申請となるが、許可がおりるのが１

０月１日を跨いだ時に住所が変わる際の手続き等を役場で問い合わせてくれる

のか、または、自分達で問い合わせるのか。

（２）郵便局の転送手続きはどうするのか。法人等の住所変更はしなければなら

ないのか。

町：入国管理の関係につきましては、お調べしてホームページ等で報告する。

郵便局：新しい番号につきまして、８月末にホームページ等で周知する予定。

転入手続きについては、手続きは不要となる。郵便局では旧住所、新住所どちら

でも対応できるよう準備を進めている。いずれかの段階で新住所にまとめた方

が混乱しないと考え、新住所の通知用のはがきを届けることとなった。

参加者③：登記簿について、地番が残るのはどうしてか。

町：住居表示の制度は建物に番号が付くようになるが、不動産の登記については新

町名だけが変わり地番が残るようになる。

補足として住居表示は建物に順序よく番号をつけわかりやすくする制度だが、

それと同時に住居表示実施地区に新町名を付けたため、土地の部分だけは新町

名と地番とした。

参加者④：１０月１日の実施日が決定している中で、９月中に決定通知書を送る意図がある

のか。９月じゃなければならない理由を教えてほしい。実施日が決まっているの

であればもっと早く送れるのではないかと思う。

町：現在、新しい住所の番号を定めている途中であり、確定するのが８月末の予定で

通知書をお渡しするのが９月上旬の予定となっている。

参加者⑤：街区表示板はどのようなものに取り付けるのか。例えば、電柱とか塀とか。住居

番号表示板はどの位置につければよいか。

町：街区表示板は街区の四つ角の建物に貼っていただく。貼る位置については、出入

り口に近い見やすい場所に貼っていただく。委託業者が直接訪問し、承諾を取り

ながら対応していく。


